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(57)【要約】
【課題】歩行者用ナビゲーション装置における自律航法
を可能にしたり、正確な現在位置からなる歩行者につい
てのいわゆるプローブ情報を形成したりできるようにす
る。
【解決手段】靴センサ装置１と携帯端末２とにより現在
位置補完装置が構成される。靴センサ装置１は、圧力検
出手段により、ユーザーの足裏が接触する面から受ける
圧力を順次に検出し、この検出出力を、送信手段を通じ
て近距離無線通信により順次に送信する。端末装置２は
、現在位置を取得する現在位置取得手段による取得結果
を考慮し、補完手段が受信手段を通じて順次に受信する
靴センサ装置１からの検出出力を解析することにより把
握される移動状況に基づいて補完処理を行い、地図上に
おける最新の現在位置を特定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　靴センサ装置と携帯端末とからなる現在位置補完装置であって、
　前記靴センサ装置は、
　ユーザーの足裏が接触する面から受ける圧力を順次に検出する圧力検出手段と、
　前記圧力検出手段からの検出出力を順次に近距離無線通信により送信する送信手段と
　を備え、
　前記携帯端末は、
　前記靴センサ装置の前記送信手段から送信される前記検出出力を順次に受信する受信手
段と、
　現在位置を取得する現在位置取得手段と、
　前記現在位置取得手段による取得結果を考慮し、前記受信手段を通じて順次に受信する
前記検出出力を解析することにより把握される移動状況に基づいて補完処理を行うことに
より、地図上における最新の現在位置を特定する補完手段と、
　を備えることを特徴とする現在位置補完装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の現在位置補完装置であって、
　前記補完手段は、前記受信手段を通じて順次に受信する前記検出出力に基づいて、一定
の圧力値の発生をカウントすることにより歩数を求め、一定の圧力値の発生頻度に基づき
、動作状態を把握し、求めた前記歩数と把握した動作状態に応じた歩幅との乗算により移
動距離を把握することを特徴とする現在位置補完装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の現在位置補完装置であって、
　前記靴センサ装置の前記圧力検出手段は、靴の右側と左側とのそれぞれに設けられた少
なくとも２つの圧力検出部を備え、
　前記補完手段は、靴の右側と左側とのそれぞれに設けられた少なくとも２つの圧力検出
部からの検出出力に基づいて、右左折等の移動方向の変化を把握することを特徴とする現
在位置補完装置。
【請求項４】
　請求項１、請求項２または請求項３に記載の現在位置補完装置であって、
　前記靴センサ装置の前記圧力検出手段は、靴のつま先側と踵側とのそれぞれに設けられ
た少なくとも２つの圧力検出部を備え、
　前記補完手段は、靴のつま先側と踵側とのそれぞれに設けられた少なくとも２つの圧力
検出部からの検出出力に基づいて、移動経路の勾配を把握することを特徴とする現在位置
補完装置。
【請求項５】
　請求項１、請求項２、請求項３または請求項４に記載の現在位置補完装置であって、
　前記携帯端末は、回転方向、加速度、方位、高度の内の少なくとも１つ以上を検出する
検出手段を備え、
　前記補完手段は、前記検出手段からの検出出力をも考慮して、地図上における最新の現
在位置を特定することを特徴とする現在位置補完装置。
【請求項６】
　靴センサ装置と携帯端末とからなる現在位置特定装置で用いられる現在位置補完方法あ
って、
　前記靴センサ装置においては、
　圧力検出手段を通じてユーザーの足裏が接触する面から受ける圧力を順次に検出する圧
力検出工程と、
　前記圧力検出工程において検出した検出出力を、送信手段を通じて順次に近距離無線通
信により送信する送信工程と
　を有し、
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　前記携帯端末においては、
　前記靴センサ装置の前記送信手段から送信される前記検出出力を、受信手段を通じて順
次に受信する受信工程と、
　現在位置取得手段を通じて現在位置を取得する現在位置取得工程と、
　前記現在位置取得工程における取得結果を考慮し、補完手段が、前記受信工程を通じて
順次に受信する前記検出出力を解析することにより把握される移動状況に基づいて補完処
理を行うことにより、地図上における最新の現在位置を特定する補完工程と
　を有することを特徴とする現在位置補完方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、歩行者用ナビゲーション装置において、いわゆる自律航法を可能
にしたり、携帯端末において、より正確な現在位置などからなるいわゆるプローブ情報を
形成したりするための装置、方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、靴に圧力検出手段を設け、歩いたり走ったりした場合でも正
確に歩数をカウントできる靴に関する発明が開示されている。特許文献２には、靴に圧力
センサを設け、歩行若しくは走行にかかる運動の情報を収集する運動靴に関する発明が開
示されている。特許文献３には、靴に圧力センサを設け、安静の状態か、立っている状態
か、あるいは歩いている状態かの分類を正確に行うことにより、消費カロリーの計算を正
確に行うことがでる健康測定装置に関する発明が開示されている。
【０００３】
　また、特許文献４には、歩いたり走ったりする動作で起電して圧力検出部等を動作させ
、歩数や走数を計測する靴の歩数計測具に関する発明が開示されている。さらに、非特許
文献１には、靴に装着する歩数等検知部と携帯端末とにより、ユーザーが行ったウォーキ
ングやジョギングなどの運動に関する履歴情報を収集して管理できるようにする装置に関
する情報が掲載されている。
【０００４】
　このように、靴に圧力検出手段を設けることにより、ウォーキング、ジョギング、ラン
ニング時の歩数を正確にカウントし、運動量を正確に把握してユーザーに提示できるよう
にする技術が種々開発され、実際に利用されている。これにより、実際にユーザーが行っ
た運動量などをユーザー自身が適切に把握でき、運動を継続させるための動機付けのため
の資料や運動量を調整するための資料などとして活用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－４９５０５号公報
【特許文献２】特開平６－１４８０３号公報
【特許文献３】特開２００７－３００９５１号公報
【特許文献４】特開２０１１－２３８２０９号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】「http://www.apple.com/jp/ipod/nike/」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年、ＧＰＳ（Global Positioning System）機能を用いて、自機の現在位置を測位し
、自機の現在位置を含む地図を表示画面に表示すると共に、当該地図上に刻々と移動する
自機の現在位置を示して道案内を行う、車載用ナビゲーション装置が広く利用されている
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。車載用ナビゲーション装置は、長いトンネルの中や高層ビル街などではＧＰＳ衛星から
のＧＰＳ信号を適切に受信できない場合があるために、現在位置の測位が適切に行えない
場合がある。
【０００８】
　このような場合、車載用ナビゲーション装置は、自動車から速度情報やハンドルの操作
情報などの供給を受けて、これらの情報を利用した現在位置の補完処理を行うことにより
、自機の現在位置を正確に特定できるようにしている。これにより、ナビゲーション処理
を中断させることなく継続させることができる。このように、自動車からの速度情報やハ
ンドルの操作情報に基づいて、自機の現在位置を適切に把握し、ナビゲーション処理を継
続させる機能は、自律航法機能と呼ばれている。
【０００９】
　近年、スマートフォンと呼ばれる高機能携帯電話端末やタブレット型ＰＣ（Personal C
omputer）などの携帯端末が広く普及し、このような携帯端末を利用した歩行者用ナビゲ
ーション装置が実現され、広く利用されるようになってきている。しかし、歩行者用ナビ
ゲーション装置の場合には、車載用ナビゲーション装置とは異なり、移動主体であるユー
ザー（歩行者）から自動的に種々の情報を得ることはできない。
【００１０】
　上述した特許文献や非特許文献に開示されている技術は、ウォーキング、ジョギング、
ランニングといったユーザーが行った運動の運動量に関する情報を適切に把握するもので
あり、それ以上の情報の把握は意図されていない。しかし、ユーザーの靴に設けられた圧
力センサなどを通じては、より多様な情報の収集が可能であると考えられ、歩行者用ナビ
ゲーション装置における自律航法機能の実現という新たな課題に対する解決手段の１つを
示唆するものであると考えられる。
【００１１】
　以上のことに鑑み、この発明は、歩行者用ナビゲーション装置における自律航法を可能
にしたり、正確な現在位置からなる歩行者についてのいわゆるプローブ情報を形成したり
できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の現在位置補完装置は、
　靴センサ装置と携帯端末とからなる現在位置補完装置であって、
　前記靴センサ装置は、
　ユーザーの足裏が接触する面から受ける圧力を順次に検出する圧力検出手段と、
　前記圧力検出手段からの検出出力を順次に近距離無線通信により送信する送信手段と
　を備え、
　前記携帯端末は、
　前記靴センサ装置の前記送信手段から送信される前記検出出力を順次に受信する受信手
段と、
　現在位置を取得する現在位置取得手段と、
　前記現在位置取得手段による取得結果を考慮し、前記受信手段を通じて順次に受信する
前記検出出力を解析することにより把握される移動状況に基づいて補完処理を行うことに
より、地図上における最新の現在位置を特定する補完手段と、
　を備えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項１に記載の発明の現在位置補完装置によれば、当該現在位置補完装置は、靴セン
サ装置と携帯端末とにより構成される。靴センサ装置は、圧力検出手段により、ユーザー
の足裏が接触する面から受ける圧力を順次に検出し、この検出出力を、送信手段を通じて
近距離無線通信により順次に送信する。端末装置は、現在位置を取得する現在位置取得手
段による取得結果を考慮し、補完手段が、受信手段を通じて順次に受信する靴センサ装置
からの検出出力を解析し、把握するユーザーの移動状況に基づいて補完処理を行い、地図
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上における最新の現在位置を特定する。
【００１４】
　これにより、現在位置取得手段で取得される現在位置が不正確であったり、あるいは、
現在位置取得手段で現在位置が取得できなかったりする場合でも、靴センサ装置からの検
出出力の解析結果に応じた補完処理により、現在位置を正確に特定できる。これを用いて
、歩行者用ナビゲーション装置のいわゆる自律航法機能を実現したり、歩行者のより正確
な現在位置などの情報を含むいわゆる歩行者プローブ情報を適切に生成したりできる。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、歩行者用ナビゲーション装置における自律航法を可能にしたり、正
確な現在位置からなる歩行者についてのいわゆるプローブ情報を形成したりできる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施の形態の現在位置補完装置の概要を説明するための図である。
【図２】靴センサ装置１の構成例を説明するためのブロック図である。
【図３】圧力センサ１１のユーザーの使用する靴への配置例を説明するための図である。
【図４】近距離無線部１３において形成されて送信される送信信号の一例を説明するため
の図である。
【図５】携帯端末２の構成例を説明するためのブロック図である。
【図６】ユーザーの移動状況に関する検出情報とその検出方法について説明するための図
である。
【図７】把握されるユーザーの動作状況の例について説明するための図である。
【図８】サーバー４の構成例を説明するためのブロック図である。
【図９】携帯端末２において実行されるナビゲーション処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１０】携帯端末２の表示部２１０Ｄに表示される表示画面の例を説明するための図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図を参照しながら、この発明の装置、方法の一実施の形態について説明する。
【００１８】
　［現在位置補完装置の概要］
　図１は、この実施の形態の現在位置補完装置の概要を説明するための図である。この実
施の形態の現在位置補完装置は、ユーザーの靴に設けられる靴センサ装置１とユーザーが
手に持って使用する携帯端末２とから構成される。
【００１９】
　靴センサ装置１は、詳しくは後述するが、ユーザーの足裏が接触する面（地面、床面等
）から受ける圧力を順次に検出し、これを近距離無線通信により順次に送信する機能を有
する。携帯端末２は、少なくとも近距離無線通信機能を備え、靴センサ装置１から送信さ
れる検出出力を受信して利用できると共に、比較的に大きな表示画面の表示部を備えた端
末装置である。
【００２０】
　また、携帯端末２は、ＧＰＳ（Global Positioning System）機能を備え、歩行者用ナ
ビゲーション機能を実現できる。携帯端末２は、ノート型ＰＣ（personal computer）、
タブレット型ＰＣ、携帯電話端末などの種々の携帯端末により実現可能である。この実施
の形態では説明を簡単にするため、携帯端末２は、近年広く利用されるようになったスマ
ートフォンと呼ばれる高機能携帯電話端末であるものとして説明する。
【００２１】
　ネットワーク３は、主にはインターネットであるが、携帯電話網、公衆交換電話網など
の広域通信網（広域ネットワーク）やＷｉＦｉ（登録商標）規格の無線ＬＡＮなどの携帯
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端末２とインターネットとを接続する種々のネットワークをも含むものである。なお、Ｗ
ｉＦｉは、「Wireless Fidelity」の略称であり、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅの登録
商標である。
【００２２】
　地図情報等提供サーバー装置（以下、単にサーバーという。）４は、ネットワーク３上
に設けられ、ネットワーク３に接続される種々の端末装置からの要求に応じて、地図情報
などを提供する。ＧＰＳ衛星５（１）は、ＧＰＳ機能を備えた地上の端末装置が、自機の
現在位置を測位するために必要となるＧＰＳ信号を送信する多数の人工衛星の１つである
。ＧＰＳ機能を備えた地上の端末装置は、ＧＰＳ衛星５（１）などの少なくとも３つ以上
のＧＰＳ衛星からのＧＰＳ信号を受信して処理することにより、自機の現在位置を測位で
きる。
【００２３】
　携帯端末２は、ネットワーク３を通じてサーバー４にアクセスし、ユーザーからの指示
に応じた出発地から目的地までのルート（経路）探索をサーバー４に対して依頼し、探索
結果と地図情報の提供を受ける。携帯端末２は、サーバー４からの地図情報に応じた地図
画像を自機の表示部に表示すると共に、当該地図上に探索されたルートを表示する。さら
に、携帯端末２は、順次に変化する自機の現在位置を自機に搭載されたＧＰＳ機能を用い
て測位して、これを表示された地図上に示すことにより歩行者用のナビゲーション（ルー
ト案内）が行える。
【００２４】
　上述したように、ＧＰＳ機能は、ＧＰＳ衛星５（１）などの複数のＧＰＳ衛星からのＧ
ＰＳ信号を処理して、自機の現在位置を測位する。しかし、ＧＰＳ衛星からのＧＰＳ信号
は、気象条件により受信し難い場合があったり、ビル街ではいわゆる干渉性のフェージン
グ現象が発生したりして、適切に受信できない場合がある。このような場合、携帯端末２
の現在位置が特定できず、適切にナビゲーション（ルート案内）を行えない。
【００２５】
　そこで、この実施の形態の携帯端末２は、靴センサ装置１から近距離無線通信により送
信されてくる検出出力（ユーザーの足裏が接触する面（地面、床面等）から受ける圧力）
に基づいて、ユーザーの移動状況を特定する。この特定した移動状況に基づいて。携帯端
末２は、現在位置について補完処理を行うことにより、自機の現在位置を正確に特定する
。この特定した現在位置を用いて、携帯端末２は、ナビゲーションを中断することなく適
切に継続させることができるようにしている。このように、携帯端末２は、靴センサ装置
１と協働することによって、歩行者用ナビゲーション装置における自律航法機能を実現し
、ＧＰＳ機能のみに頼ることなく、常時適切に歩行者用ナビゲーション装置として機能で
きるものである。
【００２６】
　以下に、この実施の形態の現在位置補完装置を構成する靴センサ装置１、携帯端末２の
構成と、さらにサーバー４の構成とを明確にし、現在位置補完装置の具体的な動作につい
て説明する。
【００２７】
　［靴センサ装置１の構成例］
　図２は、靴センサ装置１の構成例を説明するためのブロック図である。図２に示すよう
に、靴センサ装置１は、圧力センサ１１と、Ａ／Ｄ（Analog/Digital）変換部１２、近距
離無線部１３、近距離無線アンテナ１３Ａとからなり、これらがユーザーの使用する靴に
設けられることにより、全体として靴センサ装置１が構成される。
【００２８】
　圧力センサ１１は、上述もしたように、ユーザーの足裏が、接触する面（地面、床面等
）から受ける圧力を順次に検出するものであり、ユーザーの使用する靴の靴底部分に設け
られるものであり、例えば、歪ゲージを用いて構成されたものである。この実施の形態の
靴センサ装置１は、より詳細にユーザーの移動状況を把握するため、複数の圧力センサが
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ユーザーの使用する靴の靴底部分に設けられる。図３は、圧力センサ１１のユーザーの使
用する靴への配置例を説明するための図である。
【００２９】
　図３は、ユーザーの使用する右足用の靴の靴底をその靴底と対向する側から見た場合を
示している。図３に示すように、この実施の形態においては、４つの圧力センサ１１（１
）～１１（４）を靴底部分に配置している。すなわち、つま先側に圧力センサ１１（１）
を、踵側に圧力センサ１１（２）を、指の付け根の下の部分の左側には圧力センサ１１（
３）を、同右側には圧力センサ１１（４）を配置している。これら４つの圧力センサ１１
（１）～１１（４）からの検出出力により、詳しくは後述するが、歩数、動作状態（歩い
ているのか、走っているのか、停止しているのか）、平坦な道か、上り坂か、下り坂か、
右左折の発生などを検出できるようにしている。
【００３０】
　Ａ／Ｄ変換部１２は、圧力センサ１１（１）～１１（４）からのアナログ信号としての
検出出力を、デジタル信号に変換して、変換後のデジタル信号を近距離無線部１３に供給
する。近距離無線部１３は、Ａ／Ｄ変換部１２からのデジタル信号を用いて、送信信号を
形成し、これを近距離無線により送信する。この実施の形態において、近距離無線部１３
は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格の近距離無線方式により送信信号を送信する。
【００３１】
　図４は、近距離無線部１３において形成されて送信される送信信号の一例を説明するた
めの図である。図４に示すように、近距離無線部１３は、左右区分、シーケンスＮｏ．、
圧力検出出力として、前、後、左、右の各欄からなるものである。左右区分は、右足用靴
に設けられた圧力センサからの検出出力か、左足用靴に設けられた圧力センサからの検出
出力かを示す情報である。シーケンスＮｏ．は、受信側において検出順序が前後しないよ
うに付される番号である。そして、図４に示したように、圧力検出出力の前、後、左、右
の各欄には、順に圧力センサ１１（１）、１１（２）、１１（３）、１１（４）の検出出
力のデジタル値が入力される。
【００３２】
　なお、左右区分、シーケンスＮｏ．は、近距離無線部１３において付与される。また、
前、後、左、右の圧力検出出力は、上述もしたように、圧力センサ１１（１）、１１（２
）、１１（３）、１１（４）において検出され、Ａ／Ｄ変換部１２によりデジタル信号に
変換されたものが用いられる。
【００３３】
　靴センサ装置１は、ユーザーの歩行時においては、常時動作するようにされる。靴セン
サ装置１は、全体として一定のクロック信号により動作し、例えば、１秒間に数回程度、
圧力センサ１１（１）、１１（２）、１１（３）、１１（４）による圧力検出を行って、
順次に、Ａ／Ｄ変換し、送信信号を形成して送信する処理を繰り返し行う。もちろん、使
用しない時には、電源をオフにすることによって、動作を停止することもできるようにな
っている。なお、図２においては、説明を簡単にするため、電源系については、その記載
を省略している。
【００３４】
　また、図２～図４を用いて説明した靴センサ装置１は、少なくとも左右のどちらか一方
の靴に設けられていればよい。もちろん、左右両方の靴に設けて、左右両方の靴の靴セン
サ装置１からの検出出力を用いることもできる。
【００３５】
　［携帯端末２の構成例］
　図５は、携帯端末２の構成例を説明するためのブロック図である。図５に示す携帯端末
２おいて、無線通信部２０１は、ネットワーク３を通じて受信した信号を自機が処理可能
なデータに変換して取り込んだり、送信用の種々のデータをプロトコルに準拠した信号に
変換してネットワーク３に送出したりする。当該無線通信部２０１には、送受信アンテナ
２０１Ａが接続されている。制御部２０２、記憶装置２０３、操作部２０４は、端末装置



(8) JP 2015-114189 A 2015.6.22

10

20

30

40

50

２の基本的な機能を実現する部分である。
【００３６】
　時間制御部２０５は、現在年月日、現在曜日、現在時刻を管理する。センサ部２０６は
、ジャイロセンサ、加速度センサ、方位センサ（地磁気センサ）、高度センサなどを備え
る。ジャイロセンサは、携帯端末２の角速度や回転方向を、加速度センサは、携帯端末２
にかかる加速度を検出する。方位センサは、地磁気を検出することにより、携帯端末２が
どちらの方向を向いているかを検出する。高度センサは、例えば気圧などの情報に基づき
、高度（海抜）を検出する。
【００３７】
　これらのセンサにより、携帯端末２の姿勢や向きを特定し、表示を適切に制御するなど
して、ナビゲーション機能等を適切に提供できるようにしている。そして、この実施の形
態の携帯端末２においては、センサ部２０６からの検出出力は、後述もするように、靴セ
ンサ装置１からの検出出力との相互補完によって、自律航法を高精度化するために用いら
れる。
【００３８】
　近距離無線部２０７および近距離無線アンテナ２０７Ａは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）規格の近距離無線方式により信号の送受信を行う。この実施の形態において、携帯
端末２の近距離無線部２０７および近距離無線アンテナ２０７Ａは、主に、上述した靴セ
ンサ装置１から送信されてくる靴に装着された圧力センサの検出出力を受信する場合に用
いられる。
【００３９】
　無線ＬＡＮ部２０８および無線ＬＡＮアンテナ２０８Ａは、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ規格の
無線ＬＡＮに対応し、近隣のＷｉ－Ｆｉ規格のＡＰ（アクセスポイント）との間で信号の
送受信を行う。無線ＬＡＮ部２０８は、受信した信号から当該受信した信号の送信元のＡ
Ｐを特定するＳＳＩＤを検出したり、受信した信号の受信電界強度を検出したりする機能
をも備える。
【００４０】
　このため、制御部２０２は、無線ＬＡＮ部２０８により検出された近隣の複数のＡＰの
ＳＳＩＤや受信電界強度に基づいて、所定のサーバーに問い合わせを行うことにより、自
機のおおよその現在位置を特定するなどのことができる。この無線ＬＡＮ部２０８の機能
を利用した現在位置の特定は、後述するＧＰＳ部２０９の機能により特定される現在位置
の補完に用いられる。
【００４１】
　ＧＰＳ部２０９およびＧＰＳアンテナ２０９Ａは、自機の現在位置を測位する機能を実
現する。表示部２１０Ｄとタッチパッド２１０Ｐとはタッチパネル２１１を構成し、端末
装置２における表示機能および操作入力の受付機能を実現する。音声出力部２１２および
スピーカ２１３は、音声出力機能を実現する。
【００４２】
　ルート探索要求部２１４は、タッチパネル２１１を通じて受け付けるユーザーからの指
示入力に応じた出発地、目的地などの必要情報を含むルート探索要求を形成し、これを無
線通信部２０１および送受信アンテナ２０１Ａを通じてサーバー４に送信する。これに応
じてサーバー４から提供されるルート探索結果や地図情報が、送受信アンテナ２０１Ａお
よび無線通信部２０１を通じて受信されて、記憶装置２０３の記録媒体に格納され、ナビ
ゲーション処理に利用される。
【００４３】
　案内処理部２１５は、上述したように自機からの要求に応じてサーバー４から提供され
るルート探索結果や地図情報とＧＰＳ部２０９などを通じて取得する現在位置とに基づい
て、ナビゲーション処理を実行する。具体的に、案内処理部２１５は、探索されたルート
と自機の現在位置とを示した地図を表示部２１０Ｄに表示し、ユーザーに対してルート（
経路）を案内する処理を行う。この場合、案内処理部２１５は、必要に応じて、曲がり角
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などを指示する音声データを、記憶装置２０３から読み出して、音声出力部２１２に供給
して、これに応じた音声をスピーカ２１３から放音し、音声メッセージによっても、ユー
ザーを誘導できる。
【００４４】
　また、上述もしたように、無線ＬＡＮ部２０８を通じて通信を行う近隣のＡＰのＳＳＩ
Ｄや受信電界強度を利用して現在位置を補完することもできる。また、ネットワーク３上
に設けられている携帯電話会社の携帯端末位置情報サーバーからの自機の現在位置を示す
情報を用いて、自機の現在位置を補完することもできる。
【００４５】
　このように、ＧＰＳ部２０９を通じて測位する現在位置は、通常ある程度の誤差を含ん
でいるため、無線ＬＡＮ部２０８の機能などを用いた現在位置の補完により、より正確に
自機の現在位置が求められる。しかし、ＧＰＳ信号や無線ＬＡＮ信号は、屋内やトンネル
内などでは受信できないし、また、ビル街などではフェージング現象の影響を受けて、適
切に受信できない場合もある。そこで、この実施の形態の携帯端末２では、靴センサ装置
１からの検出出力を利用して、ユーザーの移動状況を把握し、現在位置を補完する。
【００４６】
　補完処理部２１６は、近距離無線部２０７を通じて受信する靴センサ装置１からの検出
出力を解析し、ユーザーの移動状況を把握し、これに基づき自機の現在位置を補完して、
自機の現在位置を適切に把握し、ナビゲーション（ルート案内）を継続して行えるように
する。すなわち、補完処理部２１６は、靴センサ装置１からの検出出力に基づいた自律航
法機能を実現する。
【００４７】
　内部センサ利用部２１７は、時間制御部２０５が提供する現在時刻やセンサ部２０６か
らのセンサ出力をも考慮して、自機の現在位置を補完し、より正確なものとする処理を行
う。このように、この実施の形態の携帯端末２では、さらに内部センサ利用部２１７の機
能をも利用し、より正確に自機の現在位置を特定できるようになっている。
【００４８】
　ここで、主に補完処理部２１６の機能によって実現される現在位置の補完処理について
具体的に説明する。図６は、近距離無線部２０７を通じて受信する靴センサ装置１からの
検出出力に基づいて、携帯端末２の補完処理部２１６において検出するユーザーの移動状
況に関する検出情報とその検出方法について説明するための図である。
【００４９】
　図６に示すように、補完処理部２１６においては、靴センサ装置１からの検出出力に基
づいて、ユーザーの歩数、動作状態（走っているのか、歩いているのか、停止しているの
か）、移動距離、移動路の勾配、右左折やＵターンなどの発生などを検出できる。ここで
は、例えば、右足用の靴だけに靴センサ装置１が構成されているものとして説明する。
【００５０】
　図６に示すように、歩数は、靴センサ装置１からの検出出力の一定の圧力値以上の発生
をカウントすることにより検出できる。この例においては、右足用の靴だけに靴センサ装
置１が構成されているので、靴センサ装置１からの検出出力の一定の圧力値以上の発生頻
度が、例えば２秒おきより長い場合（１歩当りの発生頻度が１秒より長い場合）にはユー
ザーは歩いていると検出できる。逆に、靴センサ装置１からの検出出力の一定の圧力値以
上の発生頻度が、例えば２秒おきよりも短い場合（１歩当りの発生頻度が１秒より短い場
合）にはユーザーは走っていると検出できる。歩数や動作状態を検出する場合の圧力値は
、４つある圧力センサ１１（１）、１１（２）、１１（３）、１１（４）の内のいずれか
１つの検出出力だけを用いてもよいし、いずれか２つ以上の検出出力の合計値を用いても
よい。
【００５１】
　また、靴センサ装置１からの検出出力の圧力値に変化が生じていない場合や、同圧力値
の変化が一定の圧力値以下の場合には、停止状態であると検出できる。また、一定の圧力
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値以上の発生頻度の状態をより詳しく区分けし、歩いている状態、ジョギングしている状
態、ランニングしている状態などというように、ユーザーの動作状態をより詳しく検出す
ることも可能である。
【００５２】
　ここでは、説明を簡単にするため、歩いている時の１歩当りの発生頻度を１秒以上の頻
度とし、走っている時の１歩当りの発生頻度を１秒より短い頻度とした。しかし、これに
限るものではない。歩いている時の１歩当りの発生頻度や走っている時の１歩当りの発生
頻度は、例えば、実測値や実測値の統計データなどに基づいて、より適切な値を求め、こ
れを携帯端末２の記憶装置２０３に格納して利用するなどのことができる。
【００５３】
　移動距離は、検出した移動状態に基づき、ユーザーが走っている状態の時には、走って
いる時の歩幅と走っている場合の歩数（走ったとときの歩数）とを掛け算することにより
求めることができる。また、ユーザーが歩いている状態の時には、歩いている時の歩幅と
歩いている場合の歩数（歩いたときの歩数）とを掛け算することにより求めることができ
る。この例では、上述もしたように、右足用の靴だけに靴センサ装置１が構成されている
ので、歩数は左足の分も含めて２倍になる。
【００５４】
　また、ユーザーが走っている状態の時には、走っている時の歩幅を、歩数を検出するご
とに累積加算していくことにより求めることもできる。同様に、ユーザーが歩いている状
態の時には、歩いている時の歩幅を、歩数を検出するごとに累積加算していくことにより
求めることもできる。この場合、歩数を検出するごとに歩幅の２倍分を累積加算していく
ことにより、移動距離を適切に求めることができる。
【００５５】
　また、走っている時の歩幅や歩いているときの歩幅は、実際に計測して得た実測値を記
憶装置２０３に登録しておきこれを用いることができる。また、簡易的には、
　走っている時の歩幅＝ユーザーの身長×０．６
　歩いている時の歩幅＝ユーザーの身長×０．４
というように、予め決められた計算式により求めた値を歩幅として用いることもできる。
なお、計算式も上述のものに限らず、身長に対して掛け算する値を変えるなど、適宜のも
のを用いることができる。
【００５６】
　勾配は、移動している経路上の勾配（傾き）を意味し、靴の前（つま先部分）にかかる
圧力と、靴の後ろ（踵部分）にかかる圧力とに基づいて、移動している経路が上り坂か下
り坂か、或いは、平坦かを検出できる。具体的には、上り坂を移動している場合には、平
坦な経路を移動している場合に比べ、靴の前（つま先部分）にかかる圧力よりも靴の後ろ
（踵部分）にかかる圧力の方が大きくなる。また、下り坂を移動している場合には、平坦
な経路を移動している場合に比べ、靴の前（つま先部分）にかかる圧力の方が靴の後ろ（
踵部分）にかかる圧力よりも大きくなる。このような事実に基づいて、移動している経路
上の勾配を検出できる。なお、移動している経路が平坦である場合には、例えば、靴の前
（つま先部分）にかかる圧力と靴の後ろ（踵部分）にかかる圧力との差が一定の範囲に収
まるといった統計的に把握される事実に基づいて検出可能である。
【００５７】
　右左折の発生は、簡単には、靴の左右にかかる圧力に基づいて検出できる。すなわち、
右折する場合には靴の右側により圧力がかかり、左折する場合には靴の左側により圧力が
かかるため、これを検出することにより、右折、左折を検出できる。また、靴の右側によ
り圧力がかかっている場合の継続時間や靴の左側により圧力がかかっている場合の継続時
間を検出することにより、右側からＵターンした場合や左側からＵターンした場合などを
検出できる。
【００５８】
　この実施の形態の靴センサ装置１は、図３を用いて説明したように、ユーザーの仕様す
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る靴底の部分に、４つの圧力センサを設けた構成を有している。このため、上述した右左
折、Ｕターンの他にも、ユーザーが種々の歩き方や走り方で動いた場合の４つの圧力セン
サのそれぞれの検出出力を事前に分析しておき、ユーザーのより多くの動作状況を検知す
ることもできる。すなわち、ユーザーが種々の歩き方や走り方で動いた場合の４つの圧力
センサのそれぞれの検出出力を収集して統計解析を行い、ユーザーの動き方の特徴と対応
付けたパターンデータを用意しておくことにより、ユーザーの移動状況をより詳細に把握
できる。
【００５９】
　図７は、補完処理部２１６において把握されるユーザーの動作状況の例について説明す
るための図である。補完処理部２１６においては、上述したように、靴センサ装置１から
の検出出力を解析することにより、ユーザーの移動の開始、動作状態（歩いているのか、
走っているのか、停止したか）、右左折の発生等を検出できる。さらに、歩数、移動距離
、移動している経路の勾配も検出できる。
【００６０】
　従って、図７に示した例の場合、補完処理部２１６は、ユーザーの靴センサ装置１から
の検出出力を解析することにより、まず、ユーザーが移動を開始したことが検出され、そ
の後、当該ユーザーは、平坦な経路を歩きで１４歩（９．８ｍ）移動したことが検出され
ている。なお、この例においては、歩いている時の歩幅を７０ｃｍとして移動距離を計算
している。
【００６１】
　この後、当該ユーザーは右折をし、平坦な経路を歩いて１００歩（７０ｍ）移動して停
止し、この後、移動を再開して、上り坂を歩いて４３歩（３０ｍ）移動した後、下り坂を
走って５０歩（５０ｍ）移動したことが検出されている。なお、この例においては、走っ
ている時の歩幅を１００ｃｍとして移動距離を計算している。
【００６２】
　このように、この実施の形態の携帯端末２の補完処理部２１６は、近距離無線部２０７
を通じて受信する靴センサ装置１からの検出出力を解析することにより、ユーザーの移動
状況を把握できる。そして、ＧＰＳ部２０９などにより携帯端末２の現在位置が適切に測
位されており、その後にＧＰＳ部２０９などにより携帯端末２の現在位置が適切に測位さ
れなくなったとする。この場合、適切に測位されていた現在位置とその移動方向を考慮し
、補完処理部２１６による解析結果を用いた補完処理により、携帯端末２が地図上におい
てどのように移動したのかを把握する。これにより、携帯端末２の現在位置を地図上にお
いて適切に把握し、ナビゲーション（ルート案内）を継続させることができる。
【００６３】
　そして、携帯端末２は、時間制御部２０５が提供する現在時刻やセンサ部２０６からの
センサ出力をも利用できる。このため、近距離無線部２０７を通じて受信する靴センサ装
置１からの検出出力と、時間制御部２０５が提供する現在時刻やセンサ部２０６からのセ
ンサ出力（例えば、移動方向と高度）とを対応付けることにより、より正確にユーザーの
移動状況を把握できる。
【００６４】
　すなわち、図７に示したように、ユーザーは１０時３０分に移動を開始し、その後、当
該ユーザーは、１０時３０分１４秒までの間において、平坦な経路を歩きで１４歩（９．
８ｍ）、南の方向に移動し、当該移動経路の高度は１０ｍであることが検出されている。
この後、当該ユーザーは、１０時３０分１５秒に右折をすることにより西の方向に移動す
るようになり、１０時３１分５５秒までの間において、平坦な経路を歩いて１００歩（７
０ｍ）、西の方向に移動し、当該移動経路の高度は１０ｍであることが検出されている。
【００６５】
　この後、移動方向は西の方向のまま、１０時３２分１０秒まで一時停止し、１０時３２
分１１秒に移動を再開し、１０時３２分５５秒まで、上り坂を歩いて４３歩（３０ｍ）移
動し、当該移動経路の高度は１５ｍであることが検出されている。この後、ユーザーは、
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移動方向は西の方向のまま、１０時３３分２０秒まで、下り坂を走って５０歩（５０ｍ）
移動し、当該移動経路の高度は１０ｍであることが検出されている。このように、時刻や
移動方向、移動経路の高度などをも把握しておくことにより、より正確に地図上の実際の
移動経路を辿り、ユーザーの現在位置を把握できる。
【００６６】
　なお、図７を用いて説明した検出情報等からなる移動状況を把握する情報は、例えば、
記憶装置２０３に順次に記憶され、必要に応じて参照されて、自律航法を行うことができ
る。また、ＧＰＳ部２０９などを通じて現在位置の測位や特定ができていても、図７に示
した情報に基づいて補完処理を行い、より正確な現在位置を常時特定する処理を行うこと
も可能である。
【００６７】
　なお、時間制御部２０５からの現在時刻やセンサ部２０６からの携帯端末の向き（方向
）などの取得は、制御部２０２の制御の元、内部センサ利用部２１７により行われ、補完
処理部２１６などで利用できるようにされる。また、内部センサ利用部２１７は、右左折
時におけり加速度センサから検出出力をチェックし、右左折の発生の検出精度を向上させ
たり、また、振動センサを内蔵していれば、歩数と内蔵する振動センサとのカウント値と
を比較し、歩数の確からしさを確認したりするなどのことが可能となる。また、センサ部
２０６において、携帯端末２の位置する場所の高度が検出可能であれば、センサ部２０６
において検出される高度（海抜）と、地図情報が有する現在位置の高度（海抜）とを比較
し、現在位置の確からしさを確認するなどのことも可能である。
【００６８】
　このように、この実施の形態の携帯端末２は、歩行者用のナビゲーション機能を実現す
るが、歩行者用のナビゲーションでは従来実現さていなかった、自律航法機能をも備えた
ものとなっている。
【００６９】
　なお、携帯端末２は、上述もしたように高機能携帯電話端末である。しかし、図５にお
いては、ナビゲーション処理と直接には関連しない、通話機能を実現するための通話処理
部、受話器、送話器など各部については省略し、その部分についての説明も省略した。
【００７０】
　［サーバー４の構成例］
　図８は、サーバー４の構成例を説明するためのブロック図である。図８に示すサーバー
４において、通信Ｉ／Ｆ４０１、制御部４０２、記憶装置４０３は、通信機能や情報処理
機能などのサーバー４の基本的な機能を実現する部分である。
【００７１】
　地図ＤＢ４０４、道路ネットワークＤＢ４０５、歩行者ネットワークＤＢ４０６、公共
交通機関ネットワークＤＢ４０７のそれぞれは、ハードディスクなどの大容量記録媒体に
形成され、所定のデータを記憶保持する。ここで、文字「ＤＢ」は、データベースの略称
である。
【００７２】
　地図ＤＢ４０４は、地図を描画するための例えばベクトルデータやラスタデータ、注記
（注釈）データ等の種々の地図情報（地図データ）を緯度・経度情報に対応付けて記憶保
持する。具体的に、地図ＤＢ４０４に蓄積されている地図情報は、例えば、道路、鉄道、
河川、山岳、商業施設、金融機関、住宅、標識などの所定の種別毎（レイヤ毎）に形成さ
れている。
【００７３】
　道路ネットワークＤＢ４０５は、ノードデータ及びリンクデータからなる道路ネットワ
ークデータを記憶保持する。ノードデータは、ランドマーク、建物、施設、交差点、分岐
点、屈曲点などの地点を表す。リンクデータは、ノードデータを結ぶ線分によって、高速
道路、国道、県道、市町村道、私道などの自動車が通行可能な経路を示す。各リンクデー
タには、そのリンクを構成するノードの番号と、リンクコストと、リンク種別等の情報が
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対応付けられている。
【００７４】
　リンクコストは、リンクが表す道路を通行する際にユーザーにかかる負荷を表している
。この実施の形態においてリンクコストは、リンクが表す道路の長さに応じて設定されて
いる。なお、リンクコストは、リンクが表す道路を通行するのに要する時間に応じて設定
されていてもよい。リンクコストは、いわゆるダイクストラ法により、リンクコストが最
小となるルートを探索する場合に参照される。リンク種別は、道路属性に相当し、当該リ
ンク部分が、高速道路、国道、県道、市町村道、私道の内のどれかを示す情報である。こ
の他にも、リンクデータは、そのリンクの道幅などの詳細情報を備えている。
【００７５】
　歩行者ネットワークＤＢ４０６は、基本的なデータ構成は、道路ネットワークＤＢ４０
５と同様である。しかし、歩行者ネットワークＤＢ４０６で管理されるリンクデータは、
歩行者が通行可能な一般道、種々の道路に付随する歩道、横断歩道、歩道橋、建物内や公
園内の通り抜け可能な歩行者用通路など、歩行者が通行可能な道路についてのものである
。
【００７６】
　公共交通機関ネットワークＤＢ４０７は、公共交通機関として、電車、バス、モノレー
ル、飛行機、フェリー（船舶）などのネットワークデータ、時刻表、料金表などの情報を
記憶保持する。電車ネットワークデータは、各鉄道会社の路線別の駅ノードデータと駅間
リンクデータ、路線間の乗り換えリンクデータ、アクセス・イグレスリンクデータなどか
ら構成される。駅ノードデータは、運営主体、路線名、駅名などの情報を持ち、駅間リン
クデータは、運営主体、路線名、距離、速度、運賃などの情報を持つ。乗り換えリンクデ
ータは、距離、速度、運賃などの情報を持つ。
【００７７】
　また、出発地から最寄り駅までのリンクがアクセスリンクであり、下車駅から目的地ま
でのリンクがイグレスリンクである。アクセス・イグレスリンクは、簡単には、駅間リン
ク以外の駅ノードへの種々のリンクを意味する。電車ネットワークデータは、電車の各路
線のダイヤ情報などをも備えている。この電車ネットワークデータの電車ネットワークデ
ータにより、出発地から目的地までルートにおいて、ユーザーが電車で移動すべきルート
の探索と案内とを実現できる。
【００７８】
　また、電車以外のバス、モノレール、飛行機、フェリー（船舶）などの公共交通機関に
ついても、基本的には電車ネットワークデータの場合と同様に、各公共交通機関の運営会
社の路線別の乗降点ノードデータと乗降点間リンクデータ、路線間の乗り換えリンクデー
タ、アクセス・イグレスリンクデータなどから構成される。これらのデータを備えた公共
交通機関ネットワークＤＢ４０７があることにより、出発地から目的地までのルートを、
種々の交通機関を利用して移動する場合のルートを探索して案内できる総合ナビゲーショ
ンサービスが実現できる。
【００７９】
　要求抽出部４０８は、制御部４０２の制御の下、通信Ｉ／Ｆ４０１を通じて受信した携
帯端末２などからの種々の要求を分解し、必要となる情報を抽出して、抽出した情報を関
係する処理部に供給する。例えば、受信した要求の種別を示す情報から当該要求が携帯端
末２からのルート探索要求である場合、要求抽出部４０８は、当該要求から出発地、目的
地、経由地、移動手段などの情報を抽出し、これらをルート探索処理部４０９に供給する
。また、受信した要求の種別を示す情報から当該要求が携帯端末２からの周辺検索要求で
ある場合、要求抽出部４０８は、当該要求から探索対象の施設の名称、住所、電話番号な
どの情報を抽出し、これらを周辺検索処理部４１０に供給する。
【００８０】
　ルート探索処理部４０９は、制御部４０２の制御の下、要求抽出部４０８からの出発地
、目的地、経由地、移動手段などの情報に基づいてルート（経路）探索を行う。この場合
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、ルート探索処理部４０９は、移動手段が自動車の場合には道路ネットワークＤＢ４０５
を用いてルート探索を行い、移動手段が徒歩の場合には歩行者ネットワークＤＢ４０６を
用いてルート探索を行う。ルート探索処理部４０９は、探索して得られた出発地から目的
地までのルート情報（経路情報）に応じてルート（経路）案内を行うために必要になる地
図情報を地図ＤＢ４０４から取得し、当該地図情報とルート情報とを情報提供部４１１に
供給する。
【００８１】
　周辺検索処理部４１０は、制御部４０２の制御の下、要求抽出部４０８からの探索対象
の施設の名称、住所、電話番号などの情報に基づいて地図ＤＢ４０４を参照し、目的とす
る施設などの検索を行う。例えば、現在位置周辺に、コンビニチェーンはどこでもいいの
でコンビニはないかとった施設の種類に応じた検索や所定のコンビニチェーンのコンビニ
はないかいかといった施設の種類を狭めた検索が行える。また、所定のコンビニチェーン
の○○店はどこかといった特定の施設の検索も行える。なお、この明細書において、「コ
ンビニ」との文言は、コンビニエンスストアの略称である。
【００８２】
　周辺検索処理部４１０は、検索の結果見つかった施設の名称、所在地に対応する緯度、
経度などからなる周辺検索の結果を情報提供部４１１に供給する。なお、検索の結果、目
的する施設が見つからなかった場合には、周辺検索処理部４１０は、目的とする施設が見
つからなかったことを示す情報を情報提供部４１１に供給する。
【００８３】
　情報提供部４１１は、制御部４０２の制御の下、ルート探索処理部４０９からのルート
探索結果や周辺検索処理部４１０からの周辺検索の結果の提供を受けて、これらを送信用
のデータとして整える。情報提供部４１１は、送信用のデータとして整えたルート探索結
果や周辺検索結果を、通信Ｉ／Ｆ４０１を通じてルート探索要求や周辺検索要求の送信元
の携帯端末２に提供する処理を行う。また、情報提供部４１１は、制御部４０２の制御に
応じて、携帯端末２からの要求に応じた地図情報を地図ＤＢ４０４から取得し、これを通
信Ｉ／Ｆ４０１を通じて要求元の携帯端末２に提供するなどの処理も行う。
【００８４】
　このように、サーバー４は、携帯端末２からのルート探索要求、周辺検索要求、地図情
報の提供要求に応じて、必要となる情報を抽出し、これを送信用のデータとして整えて、
要求元の携帯端末２に提供する処理を行う。そして、要求元の携帯端末２では、サーバー
４から提供される情報を利用することにより、歩行者用のナビゲーション処理などを行う
ことが可能となる。
【００８５】
　［携帯端末２でナビゲーション機能が実行された場合の動作］
　次に、上述した構成を有する携帯端末２において実行されるナビゲーション処理につい
て説明する。以下に説明するナビゲーション処理は、携帯端末２が、靴センサ装置１およ
びサーバー４と協働することにより実行される。図９は、この実施の形態の携帯端末２に
おいて実行されるナビゲーション処理を説明するためのフローチャートである。また、図
１０は、図９に示すナビゲーション処理において、携帯端末２の表示部２１０Ｄに表示さ
れる表示画面の例を説明するための図である。
【００８６】
　図９に示す処理が実行される前において、サーバー４は、種々の携帯端末からの要求に
応じてルート探索を行い、その結果とナビゲーション処理に必要になる地図情報を提供す
る処理を行えるようになっている。また、靴センサ装置１は、少なくとも後述するステッ
プＳ１１４の処理が開始されるまでに、圧力センサ１１（１）、１１（２）、１１（３）
、１１（４）により圧力を検出し、その検出出力を順次に近距離無線通信により送信でき
るようになっているものとする。
【００８７】
　この実施の形態の携帯端末２においては、所定のメニューからナビゲーションアプリを
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実行する項目が選択されると、制御部２０２は、図９のフローチャートに示す処理を実行
する。まず、制御部２０２は、サーバー４にアクセスし、情報入力画面（図１０（Ａ））
の提供を受けて、必要となる情報の入力処理を実行し（ステップＳ１０１）、所定の情報
の入力が行われ、探索ボタンが操作されると（ステップＳ１０２）、入力された情報を用
いたルート設定処理を実行する（ステップＳ１０４）。
【００８８】
　なお、ステップＳ１０１の情報の入力処理では、情報入力画面（図１０（Ａ））におい
て、「探索」ボタンが操作されていない場合に（ステップＳ１０２）、「終了」ボタンが
押下されたか否かに応じて（ステップＳ１０３）、処理を変えられる。すなわち、「終了
」ボタンが操作されていないときには、情報の入力処理（ステップＳ１０１）を継続でき
、「終了」ボタンが操作されたときには、所定の終了処理（ステップＳ１１０）を実行し
て、当該ナビゲーション処理を終了できる。
【００８９】
　ステップＳ１０４のルート設定処理は、ステップＳ１０１で入力された情報をサーバー
４に送信して、目的地までのルート探索を依頼する。そして、制御部２０２は、サーバー
４から提供されるルート探索結果を受信し、これを図１０（Ｂ）に示すように表示部２１
０Ｄに表示してユーザーに提供し、ナビゲーションに用いるルートをユーザーが選択して
設定できるようにする。複数のルートの候補が探索された場合には、探索されたルートを
表示部２１０Ｄに順番に表示し、ユーザーが選択できるようにされる。
【００９０】
　また、ステップＳ１０４のルート設定処理では、ルート探索結果（図１０（Ｂ））の表
示後、「開始」ボタンが操作されれば（ステップＳ１０５）、ステップＳ１０７からのナ
ビゲーション処理を開始できる。また、ステップＳ１０４のルート設定処理では、ルート
探索結果（図１０（Ｂ））の表示後、「開始」ボタンが操作されていない場合には（ステ
ップＳ１０５）、「戻る」ボタンが押下されたか否かに応じて（ステップＳ１０６）、処
理を変えられる。すなわち、「戻る」ボタンが操作されていないときには、ルート設定処
理（ステップＳ１０４）に戻ことができ、「戻る」ボタンが操作されたときには、情報の
入力処理（ステップＳ１０１）に戻ることができる。
【００９１】
　そして、ステップＳ１０５の判別処理において、「開始」ボタンが操作されたと判別し
たときには、制御部２０２は、案内処理部２１５、補完処理部２１６などを制御し、設定
されたルートに従ってナビゲーション処理を開始する（ステップＳ１０７）。具体的に制
御部２０２は、ＧＰＳ部２０９や無線ＬＡＮ部２０８を利用した自機の現在位置の測位処
理や補完処理部２１６による靴センサ装置１からの検出出力を利用した自機の現在位置の
補完処理を実行しナビゲーション（ルート案内）を行う。
【００９２】
　補完処理部２１６による補完処理をも実行することによって、ＧＰＳ部２０９や無線Ｌ
ＡＮ部２０８を利用した自機の現在位置の測位処理が適切に行えない場合にもナビゲーシ
ョン処理を適切に行える。例えば、図１０（Ｂ）に示したように、出発地から目的地に至
るルートが、ビル街を通るルートであり、両側がビルの部分ではフェージング現象の影響
を受けて、ＧＰＳ部２０９や無線ＬＡＮ部２０８を利用した測位処理が適切に行えないと
する。
【００９３】
　このような場合において、出発地である例えば「○○駅」の近傍においては、自機の現
在位置はＧＰＳ部２０９や無線ＬＡＮ部２０８の機能により適切に測位でき、センサ部２
０６の機能により移動方向が適切に検出できたとする。ここで、移動方向は、順次に移動
するユーザーの現在位置に基づいて検出可能である。この場合、現在位置が示す位置（出
発地）及び移動方向を基準にして、補完処理部２１６による補完処理によって、自機の現
在位置を適切に把握し、ナビゲーション処理を行える。
【００９４】
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　ここで、図１０（Ｂ）、（Ｃ）に示した探索されたルート上のほとんどの部分で、ＧＰ
Ｓ部２０９や無線ＬＡＮ部２０８を利用した自機の現在位置の測位機能が正常に機能しな
い場合を考える。このような場合あっても、補完処理部２１６の機能によって、携帯端末
２は自機の現在位置を適切に把握できるので、探索されたルートを辿るように、ナビゲー
ション処理を行える。
【００９５】
　そして、補完処理部２１６の機能によって、携帯端末２は自機の現在位置を適切に把握
できる。このため、携帯端末２の表示部２１０Ｄには、図１０（Ｃ）に示すように、地図
の表示エリアＨ２１に、地図画像、太線で示したルート（経路）、黒三角印（▲）で示し
た自機の現在位置が表示される。また、図１０（Ｃ）の右下端部には「終了」ボタンが設
けられている。
【００９６】
　図１０（Ｃ）において、黒三角印（▲）が示すように、携帯端末２の現在位置が、探索
されルートから外れた場合も補完処理部２１６の機能により適切に把握できる。このよう
な場合には、図１０（Ｃ）の下端部に示したように、「ルートを外れました。」といった
ガイダンスを表示したり、同様の内容のメッセージを音声メッセージとして放音したりで
きる。これによって、ルートから外れたことをユーザーに通知し、ユーザーにルートを外
れたことを認識させ、ルートに戻るように促すことなどができる。
【００９７】
　ステップＳ１０７において、制御部２０２が案内処理部２１５や補完処理部２１６など
を制御して、ナビゲーション処理を開始させた後においては、制御部２０２は、ユーザー
からの操作入力を受け付ける（ステップＳ１０８）。ステップＳ１０８において受け付け
られる操作入力は、図１０（Ｃ）に示したように、ナビゲーション処理時において表示画
面の下端側に表示される「終了」アイコンに対する操作入力である。ここで、「終了」ア
イコンは、当該ナビゲーション処理を終了させる処理であり、実行中のナビゲーション処
理の途中での終了と、目的地に到着後の終了との両方を含む。
【００９８】
　制御部２０２は、ステップＳ１０８において、「終了」アイコンが操作されたか否かを
判別し（ステップＳ１０９）、操作されていないと判別したときには、ステップＳ１０８
からの処理を繰り返す。ステップＳ１０９の判別処理において、「終了」アイコンが操作
されたと判別したとする。この場合、制御部２０２は、ナビゲーション処理を実行する前
の元の表示画面に戻すなどの終了処理を実行し（ステップＳ１１０）、この図９に示す処
理を終了する。
【００９９】
　このように、この実施の形態の携帯端末２は、靴センサ装置１と共に現在位置補完装置
を構成している。そして、サーバー４とも協働することにより、歩行者用ナビゲーション
装置として機能し、歩行者用ナビゲーション装置の自律航法機能をも実現し、携帯端末２
は常時適切に自機の現在位置を特定し、これを用いてナビゲーション処理を行える。
【０１００】
　［実施の形態の効果］
　上述したように、靴センサ装置１から順次に提供される圧力センサ１１の検出出力に基
づいて、歩数、動作状態（走っている、歩いている、停止している）、移動距離、勾配（
上り坂、下り坂）、右左折、Ｕターンなどの発生を検出する。この検出情報を元に現在位
置が補完処理され、現在位置が適切に把握できる。
【０１０１】
　これにより、歩行者用のナビゲーション装置では、従来実現できていなかった自律航法
機能を実現できる。したがって、ＧＰＳ機能や無線ＬＡＮのアクセスポイントからの受信
情報を利用した現在位置の取得機能により、自機の現在位置が適切に把握できない場合で
あっても、自機の現在位置を適切に把握して、ナビゲーション機能を正常に継続させるこ
とができる。すなわち、従来にない高精度の歩行者用ナビゲーション装置を実現できる。
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【０１０２】
　また、携帯端末２は、センサ部２０６と内部センサ利用部２１７の機能により、センサ
部２０６の検出出力をも利用して、現在位置の補完機能を強化できる。例えば、センサ部
２０６においては、携帯端末２の傾きを検出できても、それがユーザーにより傾けられた
のか、右左折の発生により傾けられたのかを特定することはできない。しかし、靴センサ
装置１からの検出出力から右左折が発生したことが検出できた場合に、センサ部２０６の
左右の傾きもまた、右左折に同期して検出できれば、右左折の検出の信頼性は高いと認識
できる。このように、センサ部２０６の検出出力を、靴センサ装置１からの検出出力に基
づくユーザーの動作状態の確認のために用いることができる。
【０１０３】
　［変形例］
　上述した実施の形態では、靴センサ装置１からの検出出力を用いて、歩行者用ナビゲー
ション装置の自律航法機能を実現する場合を例にして説明したが、これに限るものではな
い。例えば、携帯電話端末などから定期的に自機の現在位置などを含むいわゆるプローブ
情報を携帯電話会社側の所定のサーバー装置などに送信するなどのことが行われているが
、この場合においても、靴センサ装置１からの検出出力により補完処理した現在位置を用
いることができる。
【０１０４】
　上述した実施の形態では、携帯端末は高機能携帯電話端末であるものとして説明したが
、これに限るものではない。ノート型ＰＣ、タブレット型ＰＣ、従来型の携帯電話端末な
ど、自機の現在位置を測位可能な種々の携帯端末を用いる場合にこの発明を適用できる。
【０１０５】
　また、上述した実施の形態では、靴センサ装置１の圧力センサ１１は、図３を用いて説
明したように、靴底の４ヶ所の部分に配置するものとして説明した。しかし、これに限る
ものではない。より多くの圧力センサを配置して、より詳細にユーザーの移動状況を把握
可能なように構成できる。
【０１０６】
　また、圧力センサ１１は、靴底に埋め込むようにして設け、Ａ／Ｄ変換部１２、近距離
無線部１３、近距離無線アンテナ１３Ａは、靴の踵部分に内蔵するなどして、専用の靴と
して構成することも可能である。また、靴の中敷に１つ以上の圧力センサを設け、これと
接続されるＡ／Ｄ変換部１２、近距離無線部１３、近距離無線アンテナ１３Ａを靴とは別
体の装置部として靴の甲の部分に装着するなどの構成とすることもできる。
【０１０７】
　また、靴底に衝撃吸収用のジェルが封入されている場合は膜に耐腐食性の材料を使用し
て、当該ジェルに係る圧力として、ユーザーの足の裏と地面や床面との間に係る圧力を検
出できる。このようにして検出する圧力を用いることもできる。
【０１０８】
　その他、種々の態様により、靴に対して、圧力センサ１１、Ａ／Ｄ変換部１２、近距離
無線部１３、近距離無線アンテナ１３Ａを設けて、靴センサ装置１を構成できる。
【０１０９】
　また、靴センサ装置１が設けられた靴を履いた状態で静止しているときに、靴センサ装
置１の圧力センサ１１が検出する圧力に基づいて、歩いている状態や走っている状態を判
別するための圧力値を特定できる。すなわち、両足の靴に靴センサ装置１を搭載した場合
には、両足の靴センサ装置１の検出出力からユーザーの体重を求めることができる。同様
の理由により、例えば、片足だけに靴センサ装置が設けられている場合で合っても、静止
時における片足にかかる圧力を検出でき、これから直接に、あるいは、体重に換算して、
歩いている状態や走っている状態を判別するための圧力値を特定できる。
【０１１０】
　また、上述した実施の形態においては、歩行者用ナビゲーション処理を行う場合を例に
して説明したが、これに限るものではない。上述もしたいわゆる総合ナビゲーションを行
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を案内する場合においても、この発明を適用することにより、より適切にルート案内（屋
内ナビゲーション）を行うことが可能となる。
【０１１１】
　また、上述した実施の形態では、近距離無線通信は、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ（登録商標
）規格のものを用いるものとして説明したが、これに限るものではない。ユーザーが履く
靴に設けられる靴センサ装置１とユーザーが手に持つ携帯端末２との間でデータの送受信
が可能であれば、ＮＦＣ（Near field communication）などと呼ばれる種々の近接場型の
無線通信規格の通信方式を用いることができる。
【０１１２】
　［その他］
　なお、上述した実施の形態の説明からも分かるように、靴センサ装置の圧力検出手段、
送信手段の各機能は、実施の形態の靴センサ装置１の圧力センサ１１、近距離無線部１３
が実現しておく。また、端末装置の受信手段、現在位置取得手段、補完手段の各機能は、
携帯端末２の近距離無線部２０７、主にＧＰＳ部２０９、補完処理部２１６が実現してい
る。
【０１１３】
　また、この発明の現在位置補完方法は、靴センサ装置１と携帯端末２とからなる現在位
置特定装置で用いられるであり、靴センサ装置１においては、圧力センサ１１を通じてユ
ーザーの足裏が接触する面から受ける圧力を順次に検出する圧力検出工程と、この圧力検
出工程において検出した検出出力を、近距離無線部１３を通じて順次に近距離無線通信に
より送信する送信工程とを有している。
【０１１４】
　一方、携帯端末２においては、靴センサ装置１の近距離無線部１３から送信される検出
出力を、近距離無線アンテナ２０７Ａおよび近距離無線部２０７を通じて順次に受信する
受信工程と、ＧＰＳアンテナ２０９ＡおよびＧＰＳ部２０９を通じて現在位置を取得する
現在位置取得工程と、前記現在位置取得工程における取得結果を考慮し、補完処理部２１
６が、受信工程を通じて順次に受信する靴センサ装置１からの検出出力を解析することに
より把握される移動状況に基づいて補完処理を行うことにより、地図上における最新の現
在位置を特定する補完工程を有する。
【０１１５】
　当該現在位置補完方法は、上述もしたように、靴センサ装置１と携帯端末２とが協働す
ることにより実現されるものであり、その主要部分は、図９、図１０のフローチャートを
用いて説明した通りである。
【符号の説明】
【０１１６】
　１…靴センサ装置、１１…圧力センサ部、１２…Ａ／Ｄ変換部、１３…近距離無線部、
１３Ａ…近距離無線アンテナ、２…携帯端末、２０１…無線通信部、２０１Ａ…送受信ア
ンテナ、２０２…制御部、２０３…記憶装置、２０４…操作部、２０５…時間制御部、２
０６…センサ部、２０７…近距離無線部、２０７Ａ…近距離無線アンテナ、２０８…無線
ＬＡＮ部、２０８Ａ…無線ＬＡＮアンテナ、２０９…ＧＰＳ部、２０９Ａ…ＧＰＳアンテ
ナ、２１０Ｄ…表示部、２１０Ｐ…タッチパッド、２１１…タッチパネル、２１２…音声
出力部、２１３…スピーカ、２１４…ルート探索要求部、２１５…案内処理部、２１６…
補完処理部、２１７…内部センサ利用部、３…ネットワーク、４…地図情報等提供サーバ
ー装置、４０１…通信Ｉ／Ｆ、４０２…制御部、４０３…記憶装置、４０４…地図ＤＢ、
４０５…道路ネットワークＤＢ、４０６…歩行者ネットワークＤＢ、４０７…公共交通機
関ネットワークＤＢ、４０８…要求抽出部、４０９…ルート探索処理部、４１０…周辺探
索処理部、４１１…情報提供部、５…ＧＰＳ衛星
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